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  先行きの見通せない新型コロナウイルス感染症は、市民生活や地域経済に甚大な

影響を及ぼしています。４月１６日には山梨県も緊急事態宣言の対象地域に指定を

され、状況はさらに深刻化しております。 

甲府市では、市民の皆様が健康で安心した生活を送ることができますように、  

引き続き相談・医療について万全な体制で取り組むとともに、「感染拡大の防止と対

策機能の強化」と「市民生活への影響の抑制」、「経済活動の不安の縮小化」を重要

なファクターとして、国や山梨県などの緊急支援対策等と連動させた取組を加速さ

せるため、第１弾に続き、第２弾の緊急対応策を講じ、「見えない敵」との戦いに負

けないよう、市民の皆様と一緒にこの難局を乗り越えていきたいと思います。 

 

１ 感染拡大の防止と対策機能の強化  

    

 

（１）帰国者・接触者相談センターの相談体制の強化 

            感染者拡大に伴い増加する相談・問合せ等に的確に対応するため、

相談体制をさらに強化します。 

 

   （２）サージカルマスク２５万枚の確保 

            外出を余儀なくされる妊婦の方などを優先的に感染のリスクから守

ることができるよう、入手が困難となっているサージカルマスクを 

確保していきます。 

 

（３）学校再開に向けた 

感染症対策のための物品購入 

            学校再開に向けて、児童生徒等が安全な環境で安心した学校生活が

送れるよう感染予防対策のための物品を購入します。 

 

専決処分  10,106 千円 

5 月補正  15,950 千円 

5 月補正  25,170 千円 
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（４）市立甲府病院の患者受入体制等の充実 

            今後、さらに感染が拡大した場合に備えて、円滑・確実に感染患者

等の受け入れができるよう体制を充実させていきます。 

            

【第 1 弾】 

   〇  甲府市医師会を通じたサージカルマスク 20,000 枚の配布 

    〇  保育所等の感染防止費用の助成 

    〇  医療機関・高齢者施設・保育所等従事者への衛生用品（サージカルマスク、 

使い捨て手袋）の配布 

    〇  帰国者・接触者相談センターの体制の充実 

    〇  市役所窓口の混雑緩和に向けた開設時間の延長：午後 7 時まで（3/19～4/10） 

    〇  公共施設の臨時休館 

 

 

 

２ 市民生活への影響の抑制  

    

（１）甲府市相談先案内専用ダイヤルの開設 

             新型コロナウイルス感染症に関する各支援策の対応窓口や相談先

の案内を一元的に対応できる窓口を開設しました。 

             ・専用ダイヤル：055-237-5086 

               対応時間：午前 8 時 30 分から午後 5 時まで（土日・祝日を除く） 

 

   （２）傷病手当金の支給 

             国民健康保険において、新型コロナウイルス感染症に感染した被用

者等に対して傷病手当金を支給します。 

 

 

（３）保育所等の副食費の助成 

             第 1 弾に引き続き、保育所、認定こども園、地域型保育、幼稚園の

登園自粛を行った場合、副食費について月額 4,500 円を上限として

登園自粛した日数分を助成します。 

 

 

5 月補正  1,100 千円 

5 月補正  3,296 千円 
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（４）特別定額給付金（仮称）の支給 

             市民生活の安定を図るため、新たに【定額給付金課】を設置し、 

市民一人あたり１０万円の給付金を迅速に支給します。 

 

     （５）子育て世帯への臨時特別給付金の支給 

             児童手当を受給する世帯に対し、対象児童一人あたり 1 万円の臨時

特別給付金を支給します。 

 

     （６）住居確保給付金の支援拡充 

             生活困窮者自立支援事業の住居確保給付金について、対象者を拡充し、

支給の支援を行います。 

 

   （７）保護施設等における 

感染症予防に必要な費用の補助 

             感染拡大を防止する観点から、保護施設等が行う衛生用品の購入や 

施設等の消毒など、感染症予防に必要となる費用を補助します。 

     

 （８）放課後児童クラブ保護者負担金の減額 

             学校の臨時休業期間において、放課後児童クラブの保護者負担金に

ついて、利用を自粛した児童の保護者を対象に、利用しない日を日割

りで減額します。 

 

（９）小中学校の給食費のみなし支給 

             第１弾に引き続き、小中学校の休業中の給食費分を援助します。 

 

 

【第 1 弾】 

     〇 保育所等の副食費の助成（3/3～3/24 分） 

    〇 小中学校の給食費のみなし支給（3/4～3/24 分） 

    〇  放課後児童クラブ保護者負担金の減額（3/3～3/24 分） 

〇 税と国民健康保険料の納付相談（3/18～現在） 

〇 介護保険料の徴収猶予（3/18～現在） 

 

5 月補正  237,582 千円 

5 月補正  6,840 千円 

5 月補正   576 千円 

5 月補正  18,933,190 千円 
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３ 経済活動の不安の縮小化  

    

（１）「新型コロナ対策つなぎ資金」の創設 

             新型コロナウイルス感染症拡大により、事業に支障をきたしている

小規模企業者に、実質無利子・無担保の資金を融資することにより、

政府系金融機関等からの融資実行や国の持続化給付金等の支給まで

のつなぎ資金として、資金繰りに苦慮する事業者の事業継続を応援し

ます。 

             ・融資総額 2 億 5 千万円（実質無利子・無担保） 

             ・融資限度額 50 万円（1 年据置き、2 年償還） 

    

 

（２）テイクアウト支援事業 

             来店客減少対策としてテイクアウトサービスを開始、又は拡充した

飲食店に対して、その経費を補助します 

             ・補助金額  対象経費の１/２以内 上限 3 万円（１回） 

               ・対象期間  令和２年４月１日 ～ ７月３１日 

 

 

（３）学校給食における食材購入済み経費の補助 

             キャンセルができなかった学校給食の食材経費を補助します。 

また、食材の有効利用として、市の関係機関に配布を行います。 

※関係機関 … 公立保育所、社会福祉協議会、社会福祉事業団、 

市立甲府病院 

 

 

【第 1 弾】 

     〇  山梨県「経済変動対策融資」に係る信用保証料の補助 

     〇  学校給食における食材購入済み経費の補助（3/4～3/13 分） 

 

 

 

 

専決処分  2,588 千円 

専決処分  9,000 千円 

５月補正  6,857 千円 
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４ その他  

 

   （１）議員報酬の減額 

             甲府市議会議員３２名の報酬を 6 か月間（一人あたり 40,000 円） 

減額します。 

 

（２）特別職給料の減額 

             市長、副市長、代表監査委員、教育長の給料を 6 か月間１０％減額

します。 

 

 

５ 今後の対応・リカバリー対策  

   緊急的支援対策を先行する中で、今後の状況を注意深く見極め、必要となる支

援を臨機応変に講じるとともに、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せる段

階となった際には、速やかに、市民生活・地域経済の回復・飛躍につなげる施策

を講じてまいります。 

5 月補正  △2,604 千円 

5 月補正  △7,680 千円 


